
第17回　河川保全利用委員会（琵琶湖河川事務所）の開催報告�
　平成19年12月20日（木）「第17回　河川保全利用委員会（琵

琶湖河川事務所）」が開催されました。�

　開催日時：平成19年12月20日（木）9：30～12：30�

　場　　所：野洲市中央公民館　視聴覚室�

　参加者数：委員7名　河川管理者3名　申請者 9名�

　　　　　　傍聴17名�
�
議事次第�
1.  開会�
2.  議事（前半：現地調査）�

1）審査対象公園の現地調査方法�
3.  審査対象公園の現地調査�

　 　・野洲川立入河川公園 　守山市�
　 　・野洲川河川公園 　　　野洲市�
　 　・野洲川運動公園 　　　栗東市�

4.  議事（後半）�
2）第16回委員会活動の整理事項�
3）審査対象公園の審査について�
4）意見書（案）（グライダー操縦訓練場）について�
5）委員会の今後のスケジュール�

5.  一般傍聴者からの意見聴取�
6.  その他�
7.  閉会�
�
第17回　河川保全利用委員会（琵琶湖河川事務所）審議の概要�

1.　審査案件の現地調査�

　審査対象である野洲川立入河川公園（守山市）、野洲川河川公園（野洲市）、野洲川運動公園（栗

東市）について、現地で申請者から占用施設の経緯や、現状などの説明がなされました。�

配布資料�
・第16回河川保全利用委員会 議事骨子整理表�

・第16回河川保全利用委員会審議事項の整理表�

・野洲川立入公園（守山市）現地調査資料�

・野洲川河川公園（野洲市）現地調査資料�

・野洲川運動公園（栗東市）現地調査資料�

・審査対象公園現地調査行程表�

・意見書（案）（グライダー操縦訓練場）�

・今後の委員会運営､審議内容について（案）�

①野洲川立入河川公園� ③野洲川河川公園�
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②野洲川運動公園�

● 施設位置図�



河川保全利用委員会ニュース�

（琵琶湖河川事務所）�

�

今後の委員会開催予定�

3. 審査の実施�
　3案件の申請内容について、次回までに申請者に整理をお願いする事項の審議をしました。�
�
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　4. 意見書の意見交換と成案�
　グライダー操縦訓練場の占用許可申請に対する意見書の審議が行われ、意見書（案）を一部修正し成案
となりました。この意見書は、平成19年12月27日に竺委員長より琵琶湖河川事務所へ提出されました。�
　意見書についての詳細につきましては、別紙『河川保全利用委員会（琵琶湖河川事務所）の意見書提出』
でご確認いただけます。�
�

　次回は申請者の説明を受けて、引き続き守山市、野洲市、栗東市の3件について審査を行う予定です。�

● 第18回委員会　 日時：平成20年1月17日（木）　9：00～11：30�
　　　　　　　　　　　場所：守山野洲市民交流プラザ　Rise Ville（ライズ ヴィル）都賀山2階　会議室�
　　　　　　　　　　　■第18回委員会の主な審議内容（案）�
　　　　　　　　　　・占用許可申請について　　　・守山市　野洲川立入河川公園�
 　　　　　　　　　  ・野洲市　野洲川河川公園　　・栗東市　野洲川運動公園　　　・その他�

地点番号� 件　名� 申請者� 場　所� 期間満了年度�

野洲川立入河川公園�

野洲川河川公園�

野洲川運動公園�

守山市�

野洲市�

栗東市�

�

守山市吉身五丁目字裏川原 ～立入町川原�

野洲市野洲地先 ～野洲市三上地先�

栗東市出庭字外川原付近�

�

左岸�

右岸�

左岸�

�

平成19年度末�

平成19年度末�

平成19年度末�

①

②
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野洲川立入河川公園（守山市） 野洲川河川公園（野洲市） 野洲川運動公園（栗東市）

《次回審査までの、主な整理事項》�
　・施設が設けられた経緯（占用を始めた時期など）・施設形態の変遷と施設変更の考え方�
　・占用施設の位置づけ（占用を開始してから、現在までの変化を含めて）�
　・施設の季節別利用者数・水辺の利用状況（特に暑い時期を中心とした水辺の利用状況）�
　・ベンチや遊具などの利用状況と維持管理や安全対策�
・半永久的な構造物が設置されていることに対する考え方�
・「川でなければならない利用、川に活かされた利用」ということに関する申請者として考えている内容�
・継続利用をする際に、「今後どういう方向性で環境に対応していくのか」という内容�
・河川利用の方向性が変化してきたことに対して申請者が考えている、「現在の考え方」、「将来
　的な考え方」、「公園の位置づけ」などの「河川利用の方向性変化に関する考え方」�


